
2019年（令和元年）8月　第808号（6）っかない広報わ　

令和元年 10 月 1 日から

幼稚園、保育所歳児から 　歳児までの３ 5 「無償化」
されますなどを利用する子どもたちの利用料が
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Ｒ
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Ｒ
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３
年
生
）の
部
、
高
学
年

　
（
４
～
６
年
生
）の
部
の
２　

　

部
門

　

�

優
秀
賞
…
各
３
点

　

�

賞
状
と
副
賞
（
図
書
券
千
円

分
）

　

入
選
…
各
５
点　

　

�

賞
状
と
副
賞
（
図
書
券

５
０
０
円
分
）

※
１０
月
下
旬
頃
に
入
選
者
の
発

　

表
を
行
い
ま
す
。

展�

示
／
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、
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。
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取
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本
市
に
住
ん
で
い
る
小
学
生
を
対
象
に
、
Ｊ
Ｒ
宗
谷
線
に
興
味

や
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
、
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル

を
実
施
し
ま
す
。

　問い合わせ／�市こども課育成グル―プ　☎23‐6530
※障害児発達支援施設等の利用料無償化についてはこちら
　問い合わせ／市社会福祉課障がい福祉グループ☎23‐6453

対象者・利用料／
　無償化の対象となるためには、稚内市から「保育の必要性
の認定」を受ける必要があります。
※�満3歳で預かり保育を利用した場合は無償化の対象外です。
※�原則通園している幼稚園を経由しての申請となります。「保育
の必要性の認定」については、就労等の要件（保育所の利用と
同等）があります。
�　幼稚園の利用料に加え、利用日数に応じて最大月額1万
1,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
（日額450円×利用日数が上限）

対象者・利用料／
　無償化の対象となるためには、稚内市から「保育の必要
性の認定」を受ける必要があります。
※�認可保育所を利用できていない方が対象です。
�　3歳児から5歳児までの子どもたちは月額3万7,000円まで、
0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもたちは
月額4万2,000円までの利用料が無償化されます。

対象となる施設・事業／
　認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、
ファミリー・サポート・センター事業が対象となります。

対象者・利用料／
　障害児発達支援施設等を利用する３歳児から５歳児ま
での子どもたちの利用料が無償化されます。
※�通園送迎費、教材費、行事費などはこれまでどおり保護者の
負担になります。

対象者・利用料／
　幼稚園、保育所を利用する3歳児から5歳児までの全
ての子どもたちの利用料が無償化されます。
※�幼稚園については満3歳から無償化の対象となります。
※保育所の延長利用料は無償化の対象外です。
※�通園送迎費、食材料費、行事費などはこれまでどおり保護者
の負担になります。
　0歳児から2歳児までの子どもたちについては、住民
税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。

対象となる施設・事業／
　幼稚園、保育所（へき地含む）が対象となります。

　わっかない子育て応援サイト「え～る」にも随時
この無償化の情報を掲載しています。制度、Q&A、
各種申請様式も掲載していますのでご覧ください。
　「え～る」は右の二次元コードからもご覧いただけます。

幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち

認可外保育施設等を利用する子どもたち

障害児発達支援施設等を利用する子どもたち

幼稚園、保育所を利用する子どもたち


